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業務規程の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（呼値） 

第１４条 取引参加者は、売買立会による売買を行

おうとするときは、呼値を行わなければならな

い。この場合において、取引参加者は、次の各号

に掲げる事項を、当取引所に対し明らかにしなけ

ればならない。 

（１） （略） 

（２） 空売り（金融商品取引法施行令（昭和４

０年政令第３２１号。以下「施行令」という。）

第２６条の２の２第１項に規定する空売りを

いう。）を行おうとするときは、有価証券の取

引等の規制に関する内閣府令（平成１９年内閣

府令第５９号。以下「取引規制府令」という。）

第１１条第１項に規定する取引を除き、その旨 

（３）～（６） （略） 

２～８ （略） 

 

（呼値） 

第１４条 取引参加者は、売買立会による売買を行

おうとするときは、呼値を行わなければならな

い。この場合において、取引参加者は、次の各号

に掲げる事項を、当取引所に対し明らかにしなけ

ればならない。 

（１） （略） 

（２） 空売り（金融商品取引法施行令（昭和４

０年政令第３２１号。以下「施行令」という。）

第２６条の２の２第１項に規定する空売りを

いう。）を行おうとするときは、有価証券の取

引等の規制に関する内閣府令（平成１９年内閣

府令第５９号）第１０条各号に規定する取引を

除き、その旨 

（３）～（６） （略） 

２～８ （略） 

 

（空売り価格規制の基準価格） 

第１６条 取引規制府令第１２条第５項の規定に

より当取引所が定める価格（以下「基準価格」と

いう。）は、次の各号に掲げる有価証券の区分に

従い、当該各号に定めるところによる。 

（１） 内国株券（内国法人の発行する株券、内

国法人の発行する新株予約権証券、出資証券、

投資信託受益証券及び投資証券をいう。以下こ

の項において同じ。）及び内国商品信託受益証

券 

次のａ及びｂに掲げる場合の区分に従い、当

該ａ及びｂに掲げる値段とする。ただし、配当

落等の期日（第２５条第１項に規定する配当落

等の期日をいう。以下この項において同じ。）、

第２５条の２に規定する株式併合後の株券の

売買開始の期日又は第２６条に規定する取得

対価の変更期日の基準価格は、別表「配当落等

における空売り価格規制の基準価格算出に関

 

（新設） 
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する表」により算出した値段とする。 

ａ 前日に約定値段がある場合（当取引所が定

めるところにより気配表示が行われている

場合を含む。） 

前日の当該銘柄の最終値段（当取引所が定

めるところにより気配表示が行われている

ときは、当該最終気配値段。以下この項にお

いて同じ。） 

ｂ 前ａ以外の場合その他当取引所が同ａに

規定する最終値段によることが適当でない

と認めるとき 

  当取引所がその都度定める値段 

（２） 外国株券 

ａ 重複上場外国銘柄（外国の金融商品取引所

又は組織された店頭市場（以下「外国金融商

品取引所等」という。）において上場又は継

続的に取引されている外国株券、その権利が

表示される外国株預託証券が外国金融商品

取引所等において上場又は継続的に取引さ

れている外国株券、表示する権利に係る外国

株券が外国金融商品取引所等において上場

又は継続的に取引されている外国株預託証

券及び信託財産である外国株券若しくは当

該外国株券に係る権利を表示する外国株預

託証券又は信託財産である外国指標連動証

券が外国金融商品取引所等において上場又

は継続的に取引されている受益証券発行信

託の受益証券をいう。） 

（ａ） 主たる外国金融商品取引所等におけ

る外国株券の直近（当取引所の直前の売買

立会後の当取引所が適当と認める時点を

いう。）の値段又は気配相場（以下「外国

の相場」という。）を中値（東京外国為替

市場の対顧客直物電信売相場と対顧客直

物電信買相場との中値をいう。以下この項

において同じ。）により円換算した価格（呼

値の単位に満たない端数金額は四捨五入

等を行うものとする。以下この項において

同じ。）とし、外国の相場がないとき若し
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くは当取引所がこれを確認することが困

難であるとき、当取引所が外国の相場によ

ることが適当でないと認めたとき又は当

取引所が外国為替相場の大幅な変動等に

より中値により円換算することが適当で

ないと認めたときは、当取引所がその都度

定める。ただし、次に掲げる場合の基準価

格は、別表「配当落等における空売り価格

規制の基準価格算出に関する表」により算

出した値段とする。 

イ 当該銘柄の配当落等の期日の前日以

前の日において基準とする外国の相場

が配当落又は権利落として売買が行わ

れたものである場合 

ロ 当該銘柄の配当落等の期日以後の日

において基準とする外国の相場が配当

落又は権利落として売買が行われたも

のでない場合 

ハ 当該銘柄の表示株式数の変更期日（第

２６条に規定する表示株式数の変更期

日をいう。以下この項において同じ。）

の前日以前の日において基準とする外

国の相場が新たな表示株式数により売

買が行われたものである場合又は当該

銘柄の表示株式数の変更期日以後の日

において基準とする外国の相場が新た

な表示株式数により売買が行われたも

のでない場合（当該銘柄に表示される権

利に係る株式の併合若しくは分割又は

配当が行われることに伴い当該銘柄に

ついて表示株式数が変更される場合を

除く。） 

（ｂ） 前（ａ）の規定にかかわらず、当該

銘柄の当取引所の市場における売買の状

況等から当取引所が外国の相場を中値に

より円換算した価格を基準価格とするこ

とが適当でないと認めた銘柄については、

前号の規定を準用する。この場合におい

て、同号ｂ中「その他当取引所が同ａに規
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定する最終値段によることが適当でない

と認めるとき」とあるのは「、表示株式数

の変更期日の基準価格を定める場合その

他当取引所が同ａに規定する最終値段に

よることが適当でないと認めるとき」と読

み替える。 

ｂ 前ａ以外の銘柄 

前号の規定を準用する。この場合におい

て、同号ｂ中「その他当取引所が同ａに規定

する最終値段によることが適当でないと認

めるとき」とあるのは「、表示株式数の変更

期日の基準価格を定める場合その他当取引

所が同ａに規定する最終値段によることが

適当でないと認めるとき」と読み替える。 

（３） 債券 

日本証券業協会が公表する売買参考統計値。

ただし、同協会が当該売買参考統計値を公表し

ない場合又は当取引所が当該売買参考統計値

によることが適当でないと認める場合は、当取

引所がその都度定める。 

（４） 転換社債型新株予約権付社債券 

ａ 内国法人の発行する転換社債型新株予約

権付社債券 

第１号本文の規定を準用する。ただし、第

２６条に規定する行使条件の変更期日の基

準価格及び期中償還請求権の権利落期日（第

２６条の２に規定する期中償還請求権に係

る権利落として売買を行う期日をいう。以下

この項において同じ。）の基準価格は、当取

引所がその都度定める。 

ｂ 外国法人の発行する転換社債型新株予約

権付社債券（以下「外国転換社債型新株予約

権付社債券」という。） 

当該外国転換社債型新株予約権付社債券

の理論価格（１００×当該外国転換社債型新

株予約権付社債券の発行者の発行に係る行

使対象上場株券の基準価格／当該外国転換

社債型新株予約権付社債券の転換価額（新株

予約権の行使により発行する株式の発行価
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額をいう。）を当該外国転換社債型新株予約

権付社債券に係る固定為替レートにより円

換算した額）に当該外国転換社債型新株予約

権付社債券の直近の最終値段の存在する日

のかい離率に１を加えた数値を乗じて算出

した値段（呼値の単位に満たない端数は切り

上げる。）とし、当取引所が当該値段を用い

ることが適当でないと認めたときは、当取引

所がその都度定める。 

（５） 交換社債券 

次のａ及びｂに掲げる区分に従い、当該ａ又

はｂに定めるところによる。ただし、第２６条

に規定する交換条件の変更期日の基準価格及

び期中償還請求権の権利落期日の基準価格は、

当取引所がその都度定める。 

ａ 交換対象株券が内国株券である交換社債

券 

第１号本文の規定を準用する。 

ｂ 交換対象株券が外国株券である交換社債

券 

交換対象株券の外国の相場を中値により

円換算した価格を勘案し、当取引所がその都

度定める。 

２ 前項第１号及び第２号ｂの規定にかかわらず、

株券（当取引所、国内の他の金融商品取引所又は

外国金融商品取引所等において上場又は継続的

に取引されている銘柄を除く。）のうち新たに上

場された銘柄（当取引所がその都度指定する銘柄

を除く。以下「直接上場銘柄」という。）の初値

決定日並びに事業を承継させる人的分割（分割に

際し、分割する会社の株主に承継会社又は新設会

社の株式の全部又は一部を交付する会社の分割

をいう。）が行われる銘柄（当取引所がその都度

指定する銘柄を除く。以下「人的分割銘柄」とい

う。）の当該株式の交付に係る権利落後最初の約

定値段（以下「権利落後始値」という。）及び株

式無償割当て（割当てを受ける株主の有する株式

と割り当てられる株式の種類が同一であるもの

を除く。）が行われる銘柄であって当取引所がそ
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の都度指定する銘柄（以下「株式無償割当て銘柄」

という。）の権利落後始値の決定日における基準

価格は、次の各号に定めるところによる。 

（１） 直接上場銘柄については、初値とする。 

（２） 人的分割銘柄及び株式無償割当て銘柄に

ついては、権利落後始値とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、第２条第１項第２

号に規定する当取引所が定める銘柄の新規上場

日の基準価格は当該銘柄の発行価格又は売出価

格とし、新規上場日後、初値決定日以前の基準価

格は、当取引所が定めるところにより気配表示が

行われているときは、前日の当該銘柄の最終気配

値段（前日に最終気配値段がない場合には前日の

当該銘柄の基準価格）とする。 

４ 第１項第４号及び第５号の規定にかかわらず、

転換社債型新株予約権付社債券又は交換社債券

で新たに上場された銘柄（当取引所がその都度指

定する銘柄を除く。）のうち、上場日の直前に国

内の他の金融商品取引所に上場されている銘柄

以外の銘柄の上場日における基準価格は、当取引

所がその都度定める。 

 

第１７条から第２２条まで 削除 

 

第１６条から第２２条まで 削除 

（立会外分売に関する制約） 

第４６条 （略） 

２ 取引参加者は、当取引所が分売要領を発表する

以前に、当該分売について買付けの勧誘を行って

はならない。ただし、当該分売に係る有価証券の

発行者が、施行令第３０条第１項第１号に掲げる

報道機関の２以上を含む報道機関に対して分売

を行う旨を公開している場合における当該公開

内容又はその旨を当取引所に通知し、かつ、当取

引所が電磁的方法（取引規制府令第５６条第２項

に規定する電磁的方法をいう。）により当該通知

内容を公衆の縦覧に供した場合における当該通

知内容に基づく買付けの勧誘は、この限りではな

い。 

 

（立会外分売に関する制約） 

第４６条 （略） 

２ 取引参加者は、当取引所が分売要領を発表する

以前に、当該分売について買付けの勧誘を行って

はならない。ただし、当該分売に係る有価証券の

発行者が、施行令第３０条第１項第１号に掲げる

報道機関の２以上を含む報道機関に対して分売

を行う旨を公開している場合における当該公開

内容又はその旨を当取引所に通知し、かつ、当取

引所が電磁的方法（有価証券の取引等の規制に関

する内閣府令第５６条第２項に規定する電磁的

方法をいう。）により当該通知内容を公衆の縦覧

に供した場合における当該通知内容に基づく買

付けの勧誘は、この限りではない。 
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付  則 

この改正規定は、平成２５年１１月５日から施行

する。 

 

 

 

別表 配当落等における空売り価格規制の基準価

格算出に関する表 

１ 内国株券（第１６条第１項第１号関係） 

（１） 配当落 

ａ 金銭の配当の場合 

基準価格＝配当付最終値－配当金額 

ｂ 前ａ以外の場合 

当取引所がその都度定める。 

（２） 権利落（新株落） 

ａ 株式分割の場合 

（ａ） 新株落が配当落と同時の場合 

基準価格＝（権利付最終値－配当金

額）×分割比率 

（ｂ） 新株落が配当落と異なる場合 

基準価格＝権利付最終値×分割比率 

ｂ 株式無償割当て（当該株券に係る株式と

同一の種類の株式が割り当てられるもの

に限る。）の場合 

（ａ） 新株落が配当落と同時の場合 

基準価格＝ 
権利付最終値－配当金額 

１＋新株割当率 
 

（新設） 

 

    （ｂ） 新株落が配当落と異なる場合  

基準価格＝ 
権利付最終値 

１＋新株割当率 
 

 

ｃ 有償増資（併行増資を含む。）の場合 

（ａ） 新株落が配当落と同時の場合 

基準価格＝ 

権利付最終値－配当金額 

＋新株払込金額 

１＋新株割当率 
 

 

（ｂ） 新株落が配当落と異なる場合 

基準価格＝ 

権利付最終値 

＋新株払込金額 

１＋新株割当率 
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   ｄ その他の場合 

当取引所がその都度定める。 

（３） 株式併合 

ａ 株式併合後の株券の売買開始の期日が

配当落と同時の場合 

基準価格＝（株式併合前最終値－配当金

額）÷併合比率 

ｂ 株式併合後の株券の売買開始の期日が

配当落と異なる場合 

基準価格＝株式併合前最終値÷併合比

率 

（４） 権利落（新株予約権無償割当て（割り

当てられる新株予約権証券が上場されるも

のに限る。）） 

（２）ｃの規定を準用する。この場合にお

いて、同ｃ中「新株落」とあるのは「権利落」

と、「新株払込金額」とあるのは「新株予約

権の行使に際して払い込む金額」と、「新株

割当率」とあるのは「株式１株に対し割り当

てられる当該新株予約権の行使により交付

される株式の数」とそれぞれ読み替える。 

（５） 取得対価の変更 

当取引所がその都度定める。 

２ 外国株券（第１６条第１項第２号ａ関係） 

（１） 第１６条第１項第２号ａの（ａ）イに

掲げる場合 

ａ 配当落 

（ａ） 金銭の配当の場合 

基準価格＝外国の相場＋配当金額 

（ｂ） 前（ａ）以外の場合 

当取引所がその都度定める。 

ｂ 権利落（新株落） 

（ａ） 株式分割の場合 

イ 新株落が配当落と同時の場合 

基準価格＝ 
外国の相場 

＋配当金額 
分割比率 

 

 

ロ 新株落が配当落と異なる場合  

基準価格＝ 外国の相場  
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分割比率 
 

（ｂ） 有償増資（併行増資を含む。）の

場合 

イ 新株落が配当落と同時の場合 

基準価格＝外国の相場×（１＋新株

割当率）＋配当金額－新株払込金額 

ロ 新株落が配当落と異なる場合 

基準価格＝外国の相場×（１＋新株

割当率）－新株払込金額 

（ｃ） その他の場合 

当取引所がその都度定める。 

（２） 第１６条第１項第２号ａの（ａ）ロに

掲げる場合 

第１項の内国株券の算式を準用する。 

（３） 第１６条第１項第２号ａの（ａ）ハに

掲げる場合 

当取引所がその都度定める。 

３ 出資証券、優先出資証券、投資信託受益証券、

投資証券及び内国商品信託受益証券 

第１項の規定は、出資証券、優先出資証券、

投資信託受益証券、投資証券及び内国商品信託

受益証券について準用する。 

４ 外国投資信託受益証券、外国投資証券、外国

証券信託受益証券及び外国受益証券発行信託

の受益証券 

第２項の規定は、外国投資信託受益証券、外

国投資証券、外国証券信託受益証券及び外国受

益証券発行信託の受益証券について準用する。 

 

（注１）算出した基準価格に呼値の単位に満た

ない端数金額が生じた場合には、これを四捨

五入等する。 

（注２）配当付最終値及び権利付最終値とは、

配当落及び権利落となる日の前日の当該銘

柄の最終値段（当取引所が定めるところによ

り気配表示が行われているときは、当該最終

気配値段）をいう。ただし、第２項第２号の

規定により準用する場合は、その日の適用さ

れる外国の相場とする。 
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（注３）株式併合後の株券の売買開始の期日と

は、第２５条の２に規定する株式併合後の株

券の売買開始の期日をいう。 

（注４）株式併合前最終値とは、株式併合後の

株券の売買開始の期日の前日の当該銘柄の

最終値段をいう。 

（注５）配当金額は次のとおりとする。 

（１） 当期の配当金額が確定していない場

合 

前期配当金額とする。ただし、配当金額

につき変更等が予想される場合には、当該

銘柄の発行者への照会により確認（配当金

額が累積されている場合は当該銘柄の発

行者からの通知により確認）された当期の

配当金額によるものとする。 

（２） 当期の配当金額が確定している場合 

当期配当金額とする。 

（注６）新株払込金額は、旧株１株に対する新

株の払込金額とする。 

（注７）新株予約権の行使に際して払い込む金

額は、新株予約権の行使により交付される株

式１株あたりの払込金額に新株予約権の行

使により交付される株式の数を乗じて算出

する金額とする。 

（注８）外国の相場及び外国株券に係る配当金

額は、東京外国為替市場の対顧客直物電信売

相場と対顧客直物電信買相場との中値によ

り円換算する。ただし、当取引所が外国為替

相場の大幅な変動等により中値により円換

算することが適当でないと認めたときは、当

取引所がその都度定める。 
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受託契約準則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（委託の際の指示事項） 

第６条 顧客は、有価証券の売買の委託（次条に規

定する有価証券の売買の委託を除く。）をする場

合には、その都度、次の各号に掲げる事項を取引

参加者に指示するものとする。 

（１）～（７） （略）  

（８） 空売りを行おうとするときは、有価証券

の取引等の規制に関する内閣府令（平成１９年

内閣府令第５９号。以下「取引規制府令」とい

う。）第１１条第１項に規定する取引を除き、

その旨 

（９）～（１２） （略） 

２・３ （略） 

４ 顧客は、第１項第８号の指示を行う空売りを委

託する場合には、取引規制府令第１５条第１項各

号に規定する取引であるか否かの別を、取引参加

者に対し明らかにするものとする。 

 

 

（委託の際の指示事項） 

第６条 顧客は、有価証券の売買の委託（次条に規

定する有価証券の売買の委託を除く。）をする場

合には、その都度、次の各号に掲げる事項を取引

参加者に指示するものとする。 

（１）～（７） （略）  

（８） 空売りを行おうとするときは、有価証券

の取引等の規制に関する内閣府令（平成１９年

内閣府令第５９号）第１０条各号に規定する取

引を除き、その旨 

 

（９）～（１２） （略） 

２・３ （略） 

４ 顧客は、第１項第８号の指示を行う空売りを委

託する場合には、有価証券の取引等の規制に関す

る内閣府令第１４条各号に規定する取引である

か否かの別を、取引参加者に対し明らかにするも

のとする。 

 

 

付  則 

この改正規定は、平成２５年１１月５日から施行

する。 
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業務規程施行規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（気配表示） 

第１１条 規程第１２条第２項第４号及び第７項

かっこ書、同第１６条第１項第１号ａかっこ書、

同第４３条かっこ書、同第４６条第１項かっこ書

並びに同別表「配当落等における空売り価格規制

の基準価格算出に関する表」の（注２）かっこ書

に規定する気配表示は、呼値に関する規則第１０

条に規定する特別気配表示及び同第１１条に規

定する連続約定気配表示とし、規程第１６条第３

項に規定する気配表示は、呼値に関する規則第１

０条に規定する特別気配表示とする。 

 

 

（気配表示） 

第１１条 規程第１２条第２項第４号及び第６項

かっこ書、第４３条かっこ書並びに第４６条第１

項かっこ書に規定する気配表示は、呼値に関する

規則第１０条に規定する特別気配表示及び同第

１１条に規定する連続約定気配表示とする。 

 

 

付  則 

この改正規定は、平成２５年１１月５日から施行

する。 
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呼値に関する規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（空売りの区分） 

第８条 業務規程第１４条第１項第２号に規定す

る空売りである旨は、有価証券の取引等の規制に

関する内閣府令第１５条第１項各号に規定する

取引であるか否かの別を区分して明らかにしな

ければならない。ただし、株券（当取引所、国内

の他の金融商品取引所又は外国の金融商品取引

所若しくは組織された店頭市場において上場又

は継続的に取引されている銘柄を除く。）のうち

新たに上場された銘柄（当取引所がその都度指定

する銘柄を除く。以下「直接上場銘柄」という。）

の上場後最初の約定値段（以下「初値」という。）

の決定前その他当取引所が適当と認める場合に

ついては、この限りでない。 

 

 

（空売りの区分） 

第８条 業務規程第１４条第１項第２号に規定す

る空売りである旨は、有価証券の取引等の規制に

関する内閣府令第１４条各号に規定する取引で

あるか否かの別を区分して明らかにしなければ

ならない。ただし、株券（当取引所、国内の他の

金融商品取引所又は外国の金融商品取引所若し

くは組織された店頭市場において上場又は継続

的に取引されている銘柄を除く。）のうち新たに

上場された銘柄（当取引所がその都度指定する銘

柄を除く。以下「直接上場銘柄」という。）の上

場後最初の約定値段（以下「初値」という。）の

決定前その他当取引所が適当と認める場合につ

いては、この限りでない。 

 

 

付  則 

この改正規定は、平成２５年１１月５日から施行

する。 
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呼値の制限値幅に関する規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（基準値段） 

第４条 前３条に規定する呼値の制限値幅の基準

値段は、次の各号に定めるところによる。 

（１）・（２） （略） 

（３） 債券 

日本証券業協会が公表する売買参考統計値。

ただし、同協会が当該売買参考統計値を公表し

ない場合又は当取引所が当該売買参考統計値

によることが適当でないと認める場合は、当取

引所がその都度定める。 

（４）・（５） （略） 

２～４ （略） 

 

 

（基準値段） 

第４条 前３条に規定する呼値の制限値幅の基準

値段は、次の各号に定めるところによる。 

（１）・（２） （略） 

（３） 債券 

日本証券業協会が公表する売買参考統計値。

ただし、同協会が当該店頭売買参考統計値を公

表しない場合又は当取引所が当該店頭売買参

考統計値によることが適当でないと認める場

合は、当取引所がその都度定める。 

（４）・（５） （略） 

２～４ （略） 

 

 

付  則 

この改正規定は、平成２５年１１月５日から施行

する。 

 

 

別表 基準値段算出に関する表 

１～３ （略） 

 ４ 外国投資信託受益証券、外国投資証券、外国

証券信託受益証券及び外国受益証券発行信託

の受益証券 

第２項の規定は、外国投資信託受益証券、外

国投資証券、外国証券信託受益証券及び外国受

益証券発行信託の受益証券について準用する。 

 

（注１）～（注７） （略） 

 

別表 基準値段算出に関する表 

１～３ （略） 

 ４ 外国投資信託受益証券、外国投資証券、外国

証券信託受益証券及び外国受益証券発行信託

の受益証券 

第２項の規定は、外国投資信託受益証券、外

国投資証券、外国証券信託受益証券及び受益証

券発行信託の受益証券について準用する。 

 

（注１）～（注７） （略） 

 

 


